
 

第2号様式(第6条関係) 

処分基準整理票 

処分の内容 入院の勧告 

根拠法令及び条項 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

19条第1項及び第46条第1項 

処
分
基
準 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※処分基準を公表する場合のみ記載すること。) 

健感発第0907001号の第1入院に関する基準。 

別紙のとおり 

処分基準 

設定年月日 
平成25年 4月 1日 

処 分 基 準 

最終変更年月日 
平成 年 月 日 

所管部署         健康部 保健所保健総務課 

備考  

注 処分基準が法令に具体的に規定されているため処分基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを処分基準の内容欄に記載すること。 
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健 感 発 第 0 9 0 7 0 0 1 号 

  平 成 １ ９ 年 ９ 月 ７ 日 

 

   都 道 府 県  

各  政  令  市  衛生主管部（局）長 殿 

   特 別 区  

                 

             厚生労働省健康局結核感染症課長 

                                                     （公印省略） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における 

結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114

号。以下「法」という。）における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて、

具体的な基準を次のとおり定めたので、十分御承知の上、その取扱いに遺憾のない

ようされたい。 

なお、本通知は第４を除き、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の９第

１項に規定する都道府県が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とする。 

  

第１ 入院に関する基準 

結核について、法第26条において準用される法第19条及び第20条の「まん延を

防止するため必要があると認めるとき」とは、平成19年６月７日付け健感発第

0607001号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第１

項及び第14条第２項に基づく届出の基準等の一部改正について」の２（３）ア「結

核患者（確定例）」に該当する者（以下「患者」という。）が以下の（１）又は（２）

の状態にあるときとする。 

（１）肺結核、咽頭結核、喉頭結核又は気管・気管支結核の患者であり、喀痰塗抹

検査の結果が陽性であるとき。 

（２）（１）の喀痰塗抹検査の結果が陰性であった場合に、喀痰、胃液又は気管支鏡 

検体を用いた塗抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽 

性であり、以下のア、イ又はウに該当するとき。 

ア  感染防止のために入院が必要と判断される呼吸器等の症状がある。 

イ 外来治療中に排菌量の増加がみられている。 

ウ 不規則治療や治療中断により再発している。 

 

第２ 退院に関する基準 

結核について、法第26条において準用される法第22条の「当該感染症の症状が 

消失したこと」とは、咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失したこととし、 

結核菌を含む痰の消失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して３回陰 
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性であることをもって確認することとする。 

ただし、３回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる。その場合、 

核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査又は核酸増幅法の 

検査の結果が陰性であった場合、連続して３回の陰性とみなすものとする。 

 

また、以下のアからウまでのすべてを満たした場合には、法第22条に規定する

状態を確認できなくても退院させることができるものとする。 

ア ２週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失

している。 

イ ２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又

は培養検査の結果が連続して３回陰性である。（３回の検査は、原則として塗

抹検査を行うものとし、アによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日

検査を実施すること。） 

ウ 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治

療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。（なお、確

認にあたっては、医師及び保健所長は、別紙に記載されている事項を確認す

ること。） 

 

第３ 就業制限に関する基準 

法第18条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、喀痰の塗

抹検査、培養検査又は核酸増幅法の検査のいずれかの結果が陽性であるときとす

る。 

また、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（平

成10年厚生省令第99号）第11条第３項第１号の「その症状が消失する」とは、咳、

発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失することとし、結核菌を含む痰の消失は、

第２に記載する手続きによって確認することとする。 

ただし、治療開始時に入院を要しない状態で、治療開始時の培養検査又は核酸

増幅法の検査の結果が陽性であることから就業制限の通知がなされている患者に

ついては、２週間以上の標準的化学療法が実施され、治療経過が良好である場合

は、２週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の培養検査又は核酸

増幅法の検査の結果が２回連続で陰性であった時点で、結核菌を含む痰の消失が

確認できたものとみなしてよいものとする。 

なお、治療開始時の培養検査の結果が後に陽性であることが判明した者につい

て、当該検査後の治療状況を確認し、上記ただし書の状況に合致する場合には、

就業制限をかける必要はないものであること。 

 

第４ 適正な喀痰検査の実施 

喀痰検査の結果は患者の入院、退院及び就業制限の判断の基礎となるものであ

り、良質な検体による適正な喀痰検査が実施されなければ、正確な判断ができな

いことがある。この点を鑑みて、喀痰検査については、結核菌検査指針（日本結

核病学会編）等を参考にして、適正な実施に努めることが肝要である。 


